
○碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置規程 

平成２７年１１月３日 

訓第１３号 

（目的） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）を踏まえ、本市のまち・

ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定するにあたり、専門的見地か

ら意見を聴取するとともに、幅広い意見を反映するため、碧南市まち・ひと・しごと創

生総合戦略推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 推進会議は、議長及び委員２０人以内で構成する。 

２ 議長は、市長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他市長が認めた者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

（議長の職務） 

第３条 議長は、会務を総理する。 

２ 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議の公開） 

第４条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つ必要があると認めるとき、又は会

議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、

非公開とすることができる。 

（庶務） 



第５条 推進会議の庶務は、総務部経営企画課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２７年１１月３日から施行する。 

 


